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◆社会教育法（抜粋） 

（社会教育委員の設置） 

第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

第十六条 削除 

（社会教育委員の職務） 

第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。 

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。 

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。 

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。 

３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事

項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることがで

きる。 

（社会教育委員の委嘱の基準等） 

第十八条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地

方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省

令で定める基準を参酌するものとする。 

第十九条 削除 

 

 

 

◆社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を

定める省令 （抜粋） 

 

（社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準） 

第一条 社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。）第十八条の文部科学省

令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並び

に学識経験のある者の中から委嘱することとする。 
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○草津市社会教育委員設置条例 

昭和３７年６月１５日 

条例第１６号 

改正 平成１２年３月２４日条例第１号 

改正 平成２６年４月１日条例第 号 

（設置） 

第１条 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」という。）第１５条の規定により、

本市に社会教育委員（以下「委員」という。）を置く。 

（委嘱の基準） 

第２条 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

（１） 学校教育の関係者 

（２）  社会教育の関係者 

（３） 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

（４） 学識経験を有する者 

（定数） 

第３条 委員の定数は２０人以内とする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、欠員によつて補充した委員の任期は前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げない。 

（委員長および副委員長） 

第５条 委員は互選により委員長および副委員長それぞれ１人を選任する。 

２ 委員長および副委員長の任期は、委員の任期とする。 

３ 委員長は会議を主宰する。副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるときまたは欠けたとき、

これを代理する。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、委員の設置に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

※付則省略 

 


